国松土地区画整理事業　事業計画に対する意見書の提出にあたって配布用


提出方法：直接持参・郵送・メール・FAX
提出期間：令和８年１月23日(金)午前９時から令和８年２月１９日（木）
午後５時30分まで　※郵送の場合は当日の消印有効
提 出 先：
〒572-8555　寝屋川市本町1番１号
　　寝屋川市都市デザイン部都市一課(総合戦略・産業立地)　宛
[bookmark: _Hlk218694068]　　Mail　 toshi01@city.neyagawa.osaka.jp
    FAX 　072-825-2618
記載事項：
・様式に①～⑥の事項を記載してください。
　　　①件名：国松土地区画整理事業　事業計画
　　　②日付、宛先（寝屋川市長　宛）
③住所、氏名、連絡先
　　　④事業計画との利害関係
　　　　関係（土地・土地に定着する物件・水面）
　　　　権利の所在地
権利の種類（所有権・借地権・占有権・その他）
　　　⑤意見書の趣旨及び理由
　　　⑥事業計画によって受ける影響

· 提出された意見書につきましては、その意見を採択すべきであると認めるときは、組合設立認可申請者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書提出者に通知します。【お問合せ先】
〒572-8555　寝屋川市本町1番１号
寝屋川市都市デザイン部都市一課(総合戦略・産業立地)　鍛冶・長濱
☎072-82４-１１８１（代表）内線２７９０
✉toshi01@city.neyagawa.osaka.jp








土地区画整理法に基づく意見書
令和　　年　　月　　日
寝屋川市長　広瀬　慶輔　様
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

次のとおり、意見書を提出します。

１　意見書を提出する事業計画
　　国松土地区画整理事業　事業計画(第２回変更)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　事業との利害関係
1. 事業に関係のある土地等
　ア　種類　(※該当するものに〇を記入してください。)
　　　　(　)土地　　　(　)土地に定着する物件　　(　)水面
　イ　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 権利の種類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. (１)の土地等が事業計画によって受ける影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　意見書の趣旨及び理由
1. 意見書の趣旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


